
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 訓 令 第 ３ 号  

部 内 一 般    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 当 直 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 訓 令 第 ２

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

平 成 29年 ４ 月 24日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後  改正前  

 
   附  則  
 
１・２  （略）  
３  四 條 畷 水 道 セ ン タ ー に お い て 実 施 す る

当 直 に 対 す る 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用
に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 項 中 「 第 １ 条
第 ２ 項 の 規 定 に よ り 当 直 の 」 と あ る の は
「当直の」とする。  

 

 
   附  則  
 
１・２  （略）  
３  四 條畷 水 道 セン タ ー にお い て 実施 す る

当 直 に 対 す る 第 １ 条 第 １ 項 、 第 ２ 条 及 び
第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、
当分の間、第１条第１項中「指定する日」
とあるのは「指定する日（以下「休日等」
と い う 。 ） 」 と 、 第 ２ 条 中 「 宿 直 の 勤 務
時間は退庁時限から翌日の登庁時限まで、
日 直 の 勤 務 時 間 は 登 庁 時 限 か ら 退 庁 時 限
ま で 」 と あ る の は 「 宿 直 の 勤 務 時 間 は 退
庁 時 限 （ 勤 務 の 始 め が 週 休 日 （ 大 阪 広 域
水 道 企 業 団 就 業 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広域
水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 31号 ） 第 ８ 条 第 １
項及び第９条に規定する週休日をいう。）
又は休日等（以下「週休日等」という。）
の 場 合 は 午 後 ５ 時 ） か ら 翌 日 の 登 庁 時 限
（ 勤 務 の 終 わ り が 週 休 日 等 の 場 合 は 午 前
９ 時 ） ま で 、 日 直 の 勤 務 時 間 は 午 前 ９ 時
か ら 午 後 ５ 時 ま で 」 と 、 第 ４ 条 第 １ 項 中
「 第 １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 当 直 の 」 と
あるのは「当直の」とする。  

 

  附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  


